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関東運輸局プレスリリース

銚子電気鉄道(株)に対し安全確保に関する命令を発出

平成１８年１０月２３日(月)～２６日(木)において関東運輸局（局長 大藪

譲治）が銚子電気鉄道(株)に対して実施した保安監査の結果、輸送の安全を阻

害している事実があると認められたことから、２４日(本日)、当局は銚子電気

鉄道株式会社 小川文雄 代表取締役社長に対し鉄道事業法第２３条に基づき、

安全確保に関する命令を発出しましたのでお知らせ致します。

（添付資料）

安全確保に関する命令〔別紙 概要のとおり〕
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銚子電気鉄道株式会社に対する安全確保に関する命令の概要について

平成１８年１０月２３日から２６日の４日間にわたり、関東運輸局が実施した保安監査の結

果、以下の概要に記述した事項について改善が必要と認められたことから、同社に対し、鉄道

事業法に基づく安全確保に関する命令を発出しました。

命令の概要

１．組織の安全管理体制の改善

(1) 安全管理体制の確立

法令等を遵守し経営幹部が安全確保に関し確実にその責務を果たすとともに、組織体制

を再構築し、安全管理体制を確立すること。

(2) 教育・訓練体制の確立

係員に対し作業の内容に対応した知識及び技能を保有するよう教育及び訓練を行い、ま

た、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員には、作業を行うのに必要な適性、知識

及び技能を保有していることを確認すること。さらに、これらの教育・訓練等の体制を整

備し、確実に実施すること。

(3) 施設等の検査及び修繕等の施行、管理体制の確立

検査、修繕及びその記録の保存等検査の施行、管理が確実に実施できる体制を整備し、

確実に実施すること。

(4) 基本動作の励行及び厳正な取扱いの徹底

列車等の運転の安全確保のために、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が、運

、 。転取扱いを厳正に実施し それぞれの分担する作業を的確に実行できるよう徹底すること

２．鉄道施設の改善

(1) 踏切道の安全確保

列車が通過中であるにもかかわらず、踏切遮断機の遮断状態を解除していたことが確認

されたことから、必要な改善をすること。

(2) 施設の総点検の実施、整備計画の策定及び改善

次のとおり、保守状態の不適切な施設が確認されたことから、施設の総点検を実施しそ

の結果に基づき施設の整備計画を立てるとともに必要な改善をすること。

① まくら木の腐食、折損及び路盤内への沈下等が各所に見られ、道床の一部が減損してい

る箇所がある。

（ 、 ） 。② 踏切保安装置 せん光灯 クロスマーク及び送着電線等 の脱落及び腐食が多数見られる

など、その他、保守状態の不適切な施設が多数ある。

○改善措置状況の報告について

事業者は改善措置の状況を２ヶ月以内に運輸局へ報告

別紙


